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２－５ 旅費の算定

１）適用の範囲

測量、調査設計業務に技術者が作業のため、最寄りの本・支店から現地間を往復するのに要する費用を積算

する場合に適用する。

２）旅費の算出方法

旅費算出の基本式は、下記のとおりとする。

(1) 宿泊を要しない場合

旅費＝交通費

注）交通費とは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃とする。

(2) 宿泊を要する場合

旅費＝基準日額＋宿泊手当＋宿泊費＋交通費

注）交通費とは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃とする。

３）旅費の算出

(1) 旅費の積算については、国土交通省所管旅費取扱規則等に準じて行うものとする。

(2) 宿泊手当

宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を

勘案して国家公務員等の旅費支給規程（昭和25年5月1日大蔵省令第45号）（以下、旅費支給規定とする）

第十四条（宿泊手当の定額等）で定める一夜当たりの定額とする。

宿泊手当 摘 要

宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含ま

2,181円 れる場合は3分の2の額、朝食及び夕食に係る費用に相当するものが

含まれる場合は3分の1の額を計上する。

注）上表中の金額は、消費税を含まない額である。

(3) 宿泊費

宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は地域の実情を勘案して旅費支給規定で定める額（宿

泊費基準額）と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。

なお、宿泊費基準額は旅費支給規程別表第二の職務の級が十級以下の者に記載の一夜当たりの金額とする。

（旅費支給規程別表第二の額は消費税込みで記載されているため、税抜き価格を積み上げるよう注意する

こと。(小数１位切捨て)）

(4) 車中および船中泊

旅程が長距離に亘り、車中泊が必要な場合に限り宿泊費を計上することができる。船中泊の場合は、宿泊

費は積算せず船賃に食費が含まれていない場合に限り食卓料を計上することができる。

(5) 鉄道賃等

鉄道賃等は、その乗車に要する運賃（特急料金等を含む）を計上する。

(6) その他

１．作業途中で技師等が打合わせのため、現地から事務所までの区間を往復する場合は、交通費を必要回

数分計上することができる。

ただし、この場合宿泊費は計上しないものとする。

２．協議、打合せ、報告

協議、打合せ、報告が、標準歩掛に明示してある歩掛については、歩掛（○人／回）に、往復旅行時

間にかかる基準日額が含まれていることを標準とし、旅費については往復旅行に係わる交通費のみを計

上する。また、協議、打合せ、報告が設計等業務の標準歩掛に明記されていない場合は、往復旅行時間

にかかる基準日額を含み0.5人/回を標準とし、旅費については往復旅行に係わる交通費のみを計上する。

ただし、双方の場合において、交通の便等により往復旅行時間にかかる基準日額を含むことが適切で

ない場合は、別途考慮する。


